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茨木市民憲章

わたくしたち　茨木市民は

１. 心をあわせて　あすの力をそだてましょう

１. 仕事にはげんで　明るい家庭をきずきましょう

１. 環境をととのえて　美しいまちをつくりましょう

１. きまりをまもって　良い風習をひろめましょう

１. 教養をふかめて　みんなの文化をたかめましょう

市民憲章は、茨木市民としての市民性を高め、より住みよい地

域社会をつくるため、市民一人ひとりの生活信条の指針として、

市民の自発的な総意に基づいて定められたものです。
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　これまでの地域社会の生活中で、「向こう三軒両隣」という言葉は、必要不可欠であ

りました。地域での助け合いや課題解決が日常的に行われ、それが当然という雰囲気

もありました。

　しかしながら、行政サービスの拡充と社会経済の発展が進み、人々の価値観やライ

フスタイルも多様化してまいりました。その中で自治会の機能は縮小し、隣近所のふ

れあいも希薄になってきたと言われています。

　そのような中、阪神・淡路大震災や東日本大震災では、多くの方々が、地域の方々

に救出されたと言われており、地域のつながりを深める自治会の役割は、再びクロー

ズアップされてきています。

　平成 30年６月 18日に発生した大阪北部地震においても、自主防災組織をはじめとす

る地域の方々による避難所運営や、避難所や地域の掲示板を活用して、被災者支援情報

の発信などが実践され、地域における人のつながりの大切さを改めて実感できました。

　また、子どもへの凶悪犯罪、人口減少や高齢化社会などへの対応は、地域の見守り

活動など行政と共に、地域の方々が取り組むことによって、飛躍的にその解決を図る

ことができると言っても過言ではありません。

　人々の価値観の変化やライフスタイルが多様化する中、地域のつながりを全て従来

のようにするには、どうしても無理が生じるかもしれませんが、今の時代に対応した

地域のつながりは必ずあると思います。

　共働きの方も、一人暮らしの高齢者も、無理なく参加できる地域のつながりを考え

ていくことが必要です。

　「いい街だね」と言える地域社会を皆さんと共に作っていきたいと考えておりますの

で、まずは、自治会等の地域活動に参加するなど、あなたにできることから始めてみ

ませんか。

　　　　　　　　　　茨木市自治会連合会
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伝えます。

班（組）
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自治会がない地域において、新たに自治会を結成する場合      

既存の自治会を統合して、新しく自治会を結成する場合      

既存の自治会から分離して、新しく自治会を結成する場合      

自治会の結成には、次の3つのような場合があります。

設立趣意書を作成、配布して、自治会への加入申込みを受けます。

＊市への届出は、市と自治会との連絡のために必要です。

＊届出は、市役所本館２階の地域コミュニティ課で受け付けています。

＊届出後に自治会を分離統合した場合や、区域・会長・世帯数等の変更があった場

　合も、その旨を届け出てください。

いずれの場合も、地域の合意が必要です。

　役員等の選出には、選挙・推薦・抽選・輪番制など、色々な方法がありますが、それぞれの

自治会に最も適した民主的な方法を選択することが必要です。ただし、抽選や輪番制を採用す

る場合は、小さい子どもや介護を要する家族がおられる世帯、また、高齢者だけの世帯につい

ては、配慮することも必要です。

　さらに、自治会を継続して運営するため、役員の負担を分散し、担い手を確保する工夫も大

切であり、例えば、会長経験者が自治会の顧問に就任し、アドバイザー役として役員の負担軽

減を図っているところもあります。

　役員等の任期については、原則２年とし、１年ごとに役員の半分を改選するなどの工夫をし

ているところもあります。

　自治会の運営や活動を進めていくために、会費を徴収している自治会があります。会費は自治

会の収入の中心であり、会員が共通に負担することが望ましいです。会費の金額や徴収方法に

ついては、会員が納得できるように総会などで決定します。

　財政規模は、自治会の構成員数や活動内容によって様々ですが、予算と決算については、総

会での議決・承認が必要です。

　自治会は、地域の公共的な団体であり、一人ひとりがまちを大切にする心、思いやりの心を

もって協力することが、ふれあいのある「より良い地域社会」の形成につながります。

　また、自治会の活動は、一部の役員だけの活動ではなく、各会員が、自治会の目的を実現す

るためにできることを実践することが大切です。

　自治会は、会員の年齢層も広く、地域の幅広い年代の方々で構成する組織です。

　会員の親睦と活発な自治会活動を進める上で、その中心となる自治会長や役員の方々には、

次のような役割があげられます。

＊幅広く住民が参加できるような工夫をする。

＊他の地域組織との交流を図る。

＊役割を分担し、みんなで活動をする。

＊地域において、自由でなごやかな雰囲気をつくる。

＊相手の立場に立って考え、話を聞く。

＊他人のプライバシーを守る。

＊自分の言動に責任を持つ。

＊後継者を育成する。
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　地域において茨木市の施策への協力と実践を行う自治会からの申請に対して、茨木市が報償金を

支給しています。（毎年９月頃に市から通知文を送付）

　　　住民相互の親睦と良好な地域社会の維持及び形成のために

　　共同活動を行う団体として市長に届け出た団体

　　　320円×10月1日現在の世帯数

　　　①市との連携及び連絡調整

　　　②市及び関係機関の発行物の配付

　　　③ごみの減量化と再資源化に関する施策の協力

　自治会活動等で発生する事故に備えて、市で

一括して災害補償保険に加入しています。けが

等が発生した場合は、ご活用ください。

　茨木市では、自治会による地域活動を支援するために、様々な支援制度を設けています。

　その支援制度の一部について記載しておりますので、対象要件に該当する場合は、お忘れのな

いように申請してください。

　詳細につきましては、地域コミュニティ課までお問い合わせください。

（お問合わせ先）

　地域コミュニティ課　072-620-1604

自治会への支援

自治会活動報償金

※親睦活動や個人的な活動は対象になりません。

報
償
金
の
額

対
象
と
な
る
活
動

老人クラブ

　自治会では、まちを住みよくするために、様々な活動を行っています。その活動のためには、ま

ず、地域の人々が気軽に親しく話し合える関係が必要です。

　自治会は地域に深く関わっており、活動の範囲や会員の年齢層も広いです。地域生活において、

人々との「つながり」は多い方が楽しいし、何かあった時だけでなく、日ごろからみんなで活動す

る方が楽しいと思いませんか？

　自治会では、いろいろな活動ができます。みんなでアイデアを出し合うことで、より楽しく、快

適な地域にするための活動の幅を広げることができるのです。

　でも、地域には小さい子どもや介護を要する家族がおられる世帯、高齢者だけの世帯などいろい

ろな方がおられます。無理のない範囲で参加できる工夫をすることやこれまでの活動を見直すこと

も必要です。

　茨木市では、各地域の創意工夫した取組みについてまとめた「住みたい・住み続

けたいまちづくり大百科」という事例集を作成しています。ぜひそちらもご覧くだ

さい。

地域の小中学校との

連携、ＰＴＡや

こども会との協力

地域に密着した情報、

各行政機関からの情報を

回覧板や掲示板で周知

防犯パトロール、防災訓練、

子どもの見守り活動、

交通安全対策　など

ふるさとまつり、

地区運動会、餅つき大会、

文化展、ハイキング

など

道路や公園の清掃、

ゴミ集積所の管理、

資源物の回収、

緑化活動　など

高齢者に対する地域福祉、

各種募金のとりまとめ

など

情報伝達

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/chiikicommunity/menu/matidukuridaihyakka/index.html
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　自治会が自治会活動の用に供する集会施設等の整備等を行う場合に、茨木市がその経費の一部を

補助します。（ただし、整備に要する経費が20万円以上であること）　

自治会集会施設等整備事業補助制度

対
象
事
業
及
び
経
費

　自治会が自治会活動の用に供する物置を設置する場合に、茨木市がその経費の一部を補助します。

　（ただし、設置に要する経費が５万円以上であること）

補助額は①～③の合計経費の50％、上限は10万円とする

①物置の購入に要する経費（消費税を含む）

②物置の運搬に要する経費（消費税を含む）

③物置の組立て、設置に要する経費（消費税を含む）

補助率は50％、補助限度額は①～④のとおり

①新築又は建替　　　　200万円

②増改築　　　　　　　100万円

③修繕　　　　　　　　100万円

④ブロック塀等の撤去　100万円

自治会物置設置事業補助制度

対
象
事
業
及
び
経
費

講
習
会
メ
ニ
ュ
ー

　自治会が自治会活動においてICTを活用する際の支援として、出前講座を実施します。

　　※開催場所は自治会等で確保をお願いします。

①LINE講座（定員10名、３回コース）

②ZOOM講座（定員５名、４回コース）

③ホームページ作成講座（定員５名、４回コース）

自治会ICT出前講座

（経費が1,000万以上かかる場合、補助限度額は300万円）

　茨木市では、自治会による地域活動を支援するために、その他にも様々な支援制度を設けています。

必要に応じて、活用を検討いただきますようお願いいたします。

【地域コミュニティ課：072-620-1604（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等
住民活動災害補償保険制度 随時

自治会集会施設整備補助

随時（要事前相談）自治会物置設置事業補助

自治会 ICT出前講座

自治会ハンドブック・ハンドブック概要版

随時（茨木市自治会連合会）自治会加入案内チラシ

自治会回覧板（有料：１枚 200 円）

美化活動ベストの貸与 随時

自治会用掲示版の購入補助 ６月に案内を送付（茨木市住みよいまちづくり協議会）

自治会活動報償金 ９月に申請書送付

清掃用具購入補助
随時（茨木市住みよいまちづくり協議会）

迷惑駐車防止用ビラ

【環境事業課：072-634-0351（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等
ごみ集積場所に関すること

ごみ集積場の防鳥ネットの貸与 随時（環境政策課でも貸与：072-620-1644）

空き缶ポイ捨て禁止看板 随時

【環境政策課：072-620-1644（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等
ごみの分別・資源物持ち去り禁止などの看板 随時
再生資源集団回収報奨金制度 ４月に案内を送付

【公園緑地課：072-620-1654（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等
公園（児童遊園等）清掃用ごみ袋の配布 随時
公園（児童遊園等）清掃用具 10月～ 11 月頃に案内を送付（児童遊園管理団体が対象）

【市民生活相談課：072-620-1603（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等

犬のふん等啓発看板、飼犬登録・狂犬病予防注射等 随時

【危機管理課：072-620-1617（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等

防犯カメラ設置事業補助 ５月に案内を送付予定

【建設管理課：072-620-1650（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等

防犯灯維持管理補助 ５月に対象自治会へ申請書送付

【茨木市消防本部　総務課：072-622-6956（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等

防火防災訓練災害補償等共済制度 随時

【茨木市消防署　救急管理課：072-622-6959（直通）】

名　　　称 受　付　時　期　等

AEDの貸し出し 随時
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　自治会関連の主な年間スケジュールです。（令和７年度の予定で記載）

　なお、茨木市等からの自治会長への文書につきましては、原則、毎月15日（土曜日、休日

はその前の金曜日）に送付しています。（緊急時除く）

月 地域の一般的な行事 茨木市から自治会への連絡事項

４月

各自治会・各地域団体総会

自治会調査票提出（地域コミュニティ課）

自治会長説明会・日赤活動資金募集

（地域コミュニティ課・地域福祉課）

５月
防犯灯維持管理補助金申請（建設管理課）

防犯カメラ設置事業補助制度申請（危機管理課）

６月 市内一斉清掃
市内一斉清掃の実施（環境事業課）

自治会用掲示板の申込（事務局：地域コミュニティ課）

７月

地区ふるさとまつり

（各地域により異なる）

都市緑化・公園等保全美化活動功労者の推薦

（公園緑地課）

８月

９月

住みよいまちづくり協議会 12 月市内一斉清掃の案内・

事前調整（事務局：地域コミュニティ課）

自治会活動報償金申請（地域コミュニティ課）

10 月
地区スポーツ・レクレーション

（各地域により異なる）

コミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセ

ンター利用の免除団体の申請案内

11 月 文化展（各地域により異なる）

12 月 市内一斉清掃
住みよいまちづくり協議会市内一斉清掃の実施

（事務局：地域コミュニティ課）

１月

２月
住みよいまちづくり協議会善行者等の推薦

（事務局：地域コミュニティ課）

３月
６月一斉清掃の案内・事前調整（環境事業課）

廃棄物減量等推進員の推薦（資源循環課）《隔年》

茨木市における主な行事等

令和7 4

郡校区まちづくり協議会

大池地区地域活動協議会

溪 溪

市・地域コミュニティ課

TEL 072 - 620 - 1604

　地区連合組織は、おおむね小学校区を単位とした、33 の組織があり、単位自治会相互の親

睦・調整や広域的な課題への対応などを目的として結成されています。

　活動内容等は各組織によって様々ですが、単位自治会が単独でできない規模の催しや、各自

治会に共通する課題の解決などに大きな役割を果たしています。単位自治会同士が連携するこ

とで、より広域的な活動が可能となり、交流や情報交換も深めることができます。

　この連合組織が、地域課題や活動の校区窓口となることも多く、単位自治会に加入していれ

ば、その課題に対して意見を述べることや活動にも参加できますが、加入していない場合は、

そのチャンスを失っているかもしれません。

　積極的に加入しましょう。

活動

櫛 櫛
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茨木市等に事務局を有する自治会と関連のある主な団体一覧

すべての委員会及び協議会で、自治会が構成団体

となっている。

地域防犯支部の区域は小学校区を基本として活動

している。

茨木市自主防災組織連絡会

構成員の各単位老人クラブと連携し、清掃活動

などに取り組んでいる場合が多い。

多くの中学校区で、自治会が構成団体となっている

場合が多い。

多くの小学校区で、自治会が構成団体となっている

場合が多い。

多くの小学校区で、自治会が構成団体となっている

場合が多い。

（令和７ 4

社会教育振興課　

社会教育振興課　

福祉部

地域福祉課

福祉部

地域福祉課

TEL 072 - 620 - 1634

茨木市の健全な発展と住みよいまちづくりのた
めに、宗教、政治活動にかたよることなく市民
憲章の精神を基調に、住民相互の連帯性並びに
市民性をたかめて、様々な運動を推進する。

小学校区単位等の支部で組織する
地域防犯支部

管内の少年関係団体及び職域単位
で組織する職域防犯支部

日本赤十字社社長または
地区長が委嘱した者

中学校区により少しずつ違うが、
幼・小・中学校長、PTA、公民館、
小学校青健協などの校区諸団体

小学校区により少しずつ違うが、
幼・小・中学校長、PTA、公民館、
中学校青健協などの校区諸団体

地域に密着した対策を推進することにより、地震・風水
害等による被害の防止及び軽減を図り、地域防災力を
高め、より安心して暮らすことのできるまちづくりの実現
する。

各小学校区を代表する自主防災組織
における代表者等

総務部

危機管理課

TEL 072 - 620 - 1617

TEL 072 - 624 - 2442

TEL 072 - 627 - 0033

TEL 072 - 627 - 0033

TEL 072 - 620 - 1634

TEL 072 - 622 - 5180

TEL 072 - 622 - 5180

市民文化部

地域コミュニティ課

TEL 072 - 620 - 1604

市民文化部

地域コミュニティ課

TEL 072 - 620 - 1604

市民文化部

地域コミュニティ課

TEL 072 - 620 - 1604
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皆さん

の所在地

 （入　会）

第７条　本自治会に加入しようとする者は入会届を提出する。

 （退　会）

第８条　会員は（住居の売却）転居等により退会するときは退会届を提出する。

 （　　　　）

10

９

平成 29年度

平成 30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

510

508

504

503

506

506

497

497

75,641

74,962

73,972

72,550

72,292

71,629

70,169

68,639

123,847

125,125

126,002

127,708

128,878

130,553

132,549

134,271

61.1%

59.9%

58.7%

56.8%

56.1%

54.9%

52.9%

51.1%

58

78

122

88

49

49

28

9

7

4

4

1

497

168

156

70

38

24

12

13

5

5

4

1

1

497

1 ～ 5

6～ 10

11 ～ 15

16 ～ 20

21 ～ 25

26 ～ 30

31 ～ 40

41 ～ 50

51 ～ 60

61 ～ 80

81 ～ 100

101 ～ 150

11.67%

15.70%

24.55%

17.71%

9.86%

9.86%

5.63%

1.81%

1.41%

0.80%

0.80%

0.20%

100.0%

33.80%

31.39%

14.08%

7.65%

4.83%

2.41%

2.62%

1.01%

1.01%

0.80%

0.20%

0.20%

100.0%

　

令和6 5
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（総会の書面表決等）

第 15 条　止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を

　もって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

２　前項の場合における第13条及び第14条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

16

17

11

12

13

14

４　会における個人情報の取扱に関しては、別紙「○○自治会個人情報取扱要領」に定める。

２　前項に基づき備えられた書類は、原則として公開とし、地域住民及び地域組織からの請求があるとき

　は、閲覧させなければならない。

３　前項の規定にかかわらず、個人情報については、閲覧させないことができる。

第 25 条　会の事務所には、規約、議事録、収支に関する帳簿、その他必要な書類を備えなければならない。

18

19

20

21

22

23

24

26
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　平成27年９月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年５月30日に全面施行され、自治会も含

めた全ての事業者が法の適用対象となりました。

　自治会で会員の個人情報の詳しい取扱方法を決めて、「個人情報取扱要領」として文書にまとめ

ておくことで自治会内部での取扱いが明確になり、会員の方も安心して個人情報を提供いただける

ことになると考えられるため、要領を定めておきましょう。

　また、自治会会員の情報を第三者から提供を受ける時、または第三者に提供する場合、その取得や

提供の理由・相手先を記録に残して、一定期間（原則３年間）保存することが必要になります。

〇〇自治会　個人情報取扱要領

制定　〇〇年〇〇月〇〇日

改正　〇〇年〇〇月〇〇日

　（目的）

第１条　この取扱要領は、本会が保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的と

して定める。

　（責務）

第２条　本会は、個人情報の保護に関する法律（以下、「法」という。）等を遵守するとともに、

自治会（地域）活動において個人情報の保護に努める。

　（周知）

第３条　本会は、この個人情報取扱要領を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年１回は会員

に周知する。

　（管理者）

第４条　〇〇自治会における個人情報の管理者は、〇〇（例：会長等）とする。

　（取扱者）

第５条　〇〇自治会における個人情報の取扱者は、〇〇（例：役員、要援護者を支援する者など、

範囲を指定）とする。

　（秘密保持義務）

第６条　個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用しないものとする。その職を退いた後も同様とする。

　（個人情報の取得）

第７条　本会は、会長が「〇〇自治会加入届」などを会員又は会員になろうとするものから受理す

ることにより、個人情報を取得する。

自治会個人情報取扱要領の参考例

２　要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本

人の同意を得て取得する。

３　本会が会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、生年月日、性別、住所、

電話番号、緊急時の援護の要否、避難者支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事

項などで会員が同意する事項とする。

４　本会が配布する〇〇自治会名簿に記載する個人情報は、氏名、住所、連絡先、〇〇などで会員

が同意する事項とする。

　（利用）

第８条　本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用する。

　(1) 会費の請求、管理、その他文書の送付など

　(2) 会員名簿の作成及び本会の区域図の作成

　(3) 敬老会等の対象者の把握

　(4) 災害時の緊急時における支援活動

　(5) 災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

　（管理）

第９条　個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。

２　本会からの脱退その他の理由により、不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能

な状態にして廃棄する。

　（提供）

第10条　個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者（委託・

共同利用の相手方を除く）に提供しないものとする。

　(1) 法令に基づく場合

　(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。

　(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。

　(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。

　(5) 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の

用に供する目的（「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があるとき（当該個人情報を取

り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそ

れがある場合を除く。）。

　(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人デー

タを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術

研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。
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（第三者提供に係る記録の作成等）

第11条　取扱者は、個人情報を第三者（府・市役所を除く）に提供したときは、法第29条に定め

る第三者提供に係る記録を作成し保存する。

　（第三者提供を受ける際の確認等）

第12条　取扱者は、第三者（府・市役所を除く）から個人情報の提供を受けるに際しては、法第

30条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存する。

　（開示）

第13条　会員は、第７条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に

対し開示を請求することができる。

２　個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第

33条第２項に該当する場合を除き、本人に開示する。

　（個人情報の訂正等）

第14条　会員は、第７条に基づき提供した会員本人の個人情報について、個人情報管理者に対し

訂正等を求めることができる。

２　前項の請求があった場合、個人情報管理者は、直ちに該当する個人情報の訂正等を行うものと

する。ただし、各会員にすでに配布されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡するこ

とをもって、これに替えることができるものとする。

　（漏えい発生時等の対応）

第15条　取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合

は、管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影

響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行うものとする。

　（開示請求及び苦情処理相談窓口）

第16条　〇〇自治会における開示請求及び苦情相談窓口は、〇〇とする。

　（附則）

　この要領は、〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

名簿掲載個人情報の第三者提供記録簿

提供日  　　年　　月　　日

提供する

相手方

（申請者）

氏名

所属

住所

電話番号

提供理由

（例）

〇〇〇会の会員間の連絡を円滑に行うため

情報提供する

対象者

（例）

〇〇〇自治会名簿に掲載している全員

提供した情報

（例）

名前、住所、電話番号

本人の同意※

（例）

本人同意済 （〇年〇月）

　　　　　（〇年〇月の名簿作成依頼時、加入申込時）

※…本人の同意による第三者提供の場合

【注意事項】

　個人情報を本人以外の者（第三者）に提供する際は、あらかじめ本人の同意が必要です。

　この記録は、原則３年間保存しておくことが必要です。

【参考】

　次のいずれかに該当する提供の場合は、この記録の作成は不要です。

　・名簿などで整理している情報以外の個人情報を提供する場合

　・府、市役所に提供する場合

　・法令に基づく提供の場合

　・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

な場合

　・個人情報の取扱いを委託する場合（宅配業者など）
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名簿掲載個人情報の受領記録簿

提供日  　　年　　月　　日

提供者

氏名

所属

住所

電話番号

提供者が情報

を取得した

経緯

（例）

本人から提出を受けた申込書に記載

個人情報の

対象者

（例）

〇〇　〇〇さん

提供された

情報

（例）

名前、住所、電話番号、メールアドレス、ＦＡＸ

本人の同意※
（例）

本人同意済（〇年〇月）

※…本人の同意による第三者提供の場合

【注意事項】

　この記録は、原則３年間保存しておくことが必要です。

【参考】

　次のいずれかに該当する提供の場合は、この記録の作成は不要です。

　・名簿などで整理している情報以外の個人情報を受領する場合

　・府、市役所から受領する場合

　・法令に基づく受領の場合

　・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

な場合

　・個人情報の取扱いを受託する場合
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増　減

増　減

消毒液

金

こ

４

　予算、決算は、自治会の規模や活動内容によって変わってきます。以下の予算書、決算書は、

あくまでも参考例ですので、組織規模や活動内容に合った予算書、決算書を作成してください。
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５

課題

課題

地域コミュニティ課

　茨木市からの情報については広報誌が全戸配布されますが、各種団体の催しや地域へ

の案内等については、自治会を通じて発信されています。

　自治会は、地域に住む方々の自発的な意思で組織される公共的組織です。設置の義務とな

る法令等はありませんが、基本的には各地域で組織された、市から独立した団体です。市と

は対等な立場で、協力関係を築きながら、住みよい地域づくりに務めています。

　市は、自治会に文書の配布・回覧や各種調査等、協力をお願いしています。

　マンションなどの管理組合は、共有資産の管理を目的に区分所有者が全員加入していま

す。

　自治会は、住民自治や住民間の親睦、相互扶助等（コミュニティ活動）を目的として、

区分所有者も賃貸住民も分け隔てなく、居住者（住んでいる人）が自主的に加入する組織

です。

差引額予算額 決算額

予算額 決算額 差引額

金

消毒液

こ
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　行事ごとの反省会や、毎年度継続している事業の見直しのほか、従来の活動に工夫を加えて、

例えば清掃活動にスタンプラリ一方式を取り入れるなど、リニューアルすることも考えられ

ます。

　地道に自治会の目的や活動をＰＲし、理解を深めることが大切です。

　地域で行われる自治会の行事に声をかけたり、勧誘のためのチラシやパンフレットを

作成し、配布することも効果的です。自治会ハンドブックP.29で掲載している自治会加

入啓発チラシや自治会独自で作成いただける自治会加入チラシ・自治会結成チラシのひ

な型もございますのでぜひご活用ください。

　マンション等を建設される場合には、入居前の段階からマンション業者と協議したり、

管理人さんに窓口になってもらう方法も考えられます。

　また、茨木市自治会連合会と茨木市は民間事業者と連携し、住居を選択する早い段階に

おいて地域コミュニティへの新たなきっかけを提供するため、大阪府宅地建物取引業協会

北大阪支部及び公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部北大阪支部と、それぞれに、自

治会への加入促進に関する協定を締結しました。

　地域内での連絡のために、自治会で名簿等を作成されることもあると思いますが、プラ

イバシー保護の観点から、取り扱いには注意が必要です。個人情報を収集する際は、利用目

的と範囲を明示し、本人の承諾を得る必要があります。

　また、名簿の配布・利用については、自治会員のあいだで自治会活動のみに制限するな

どし、自治会内で共通のルールを決めておく必要があります。

　自治会ハンドブック P.18 に自治会個人情報取扱要領の参考例を掲載していますので、

ぜひご活用ください。
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